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自
治
制
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の
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革
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住
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（
以
上
本
号
）
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五
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六
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票
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設
計
と
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点

七
　
終
章

　

一
　
は
じ
め
に

　
戦
後
地
方
自
治
制
度
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
政
治
に
対
す
る
住
民
の
参
加
が
大
幅
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
の
程
度
の
最
も
著
し
い
も
の
が
、
直
接
請
求
の
制
度
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
ブ
ラ
イ
ス
は
、
そ
の
著
『
近
代
民
主
政
治  
 

』
の

（
１
）
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な
か
で
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
本
来
、
投
票
に
よ
っ
て
そ
の
主
権
の
意
思
を
表
示
す
る
全
国
民
の
支
配
以
上
の
、
或
は
以
下
の
何
も
の
を

も
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
」、「
地
方
自
治
は
、
民
主
主
義
の
源
泉
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
学
校
で
あ
る
」
と
論
じ
、
自
治
体
の
政
治
を

住
民
の
意
思
と
責
任
に
お
い
て
行
う
と
と
も
に
、
地
方
自
治
は
住
民
が
民
主
主
義
の
精
神
と
ル
ー
ル
を
学
ぶ
学
校
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
民
主
主
義
の
実
現
を
目
指
す
日
本
国
憲
法
は
、
国
民
主
権
を
宣
言
し
、
第
八
章
に
「
地
方
自
治
」
の
一
章
を
設
け
た
。
地
方
の
政

治
を
原
則
的
に
は
代
表
民
主
制
に
よ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
補
完
す
る
た
め
に
、
直
接
民
主
制
の
一
つ
の
方
式
と
し
て
直
接
請
求
制
度

を
定
め
た
の
で
あ
る
。

　
戦
後
地
方
自
治
法
は
、
日
本
国
憲
法
と
同
じ
く
、
一
九
四
七
年
五
月
三
日
に
施
行
さ
れ
、
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
請
求
（
以
下

「
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
」
と
い
う
。）、
事
務
監
査
の
請
求
、
議
会
の
解
散
請
求
、
議
員
や
長
な
ど
の
解
職
請
求
と
い
っ
た
四
種
類
の
直

接
請
求
の
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
直
接
請
求
の
件
数
は
、
地
方
自
治
法
施
行
後
一
〇
年
間
に
、
計
一
〇
五
七
件
（
内
条
例
の
制
定

改
廃
請
求
が
九
三
件
）、
そ
の
後
の
一
〇
年
間
で
は
、
六
五
二
件
（
同
　
三
二
五
件
）、
五
七
二
件
（
同
　
三
四
八
件
）
と
全
体
的
に
は

減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
だ
け
は
増
加
し
て
き
お
り
、
近
年
に
お
い
て
も
そ
の
傾
向
が
続
い
て
い
る  
 

。

　
こ
う
し
た
な
か
、
国
政
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
郵
政
民
営
化
や
地
方
分
権
を
争
点
と
し
た
総
選
挙
が
、
都
道
府
県
レ
ベ
ル
で
は
滋
賀
県

に
お
い
て
新
幹
線
新
駅
の
廃
止
・
継
続
が
争
点
と
な
る
県
知
事
選
挙
が
、
市
レ
ベ
ル
で
は
米
軍
空
母
艦
載
機
移
転
問
題
や
公
立
病
院
の

廃
止
・
民
間
委
託
が
争
点
と
な
る
市
長
選
挙
が
、
町
レ
ベ
ル
で
は
合
併
の
是
非
や
小
学
校
校
舎
の
改
築
・
保
存
が
争
点
と
な
る
町
長
選

挙
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
近
年
個
別
政
策
を
め
ぐ
る
選
挙
が
相
次
で
い
る
。

　
一
方
で
、
シ
ン
グ
ル
・
イ
シ
ュ
ー
の
判
断
が
住
民
の
意
思
と
か
け
離
れ
た
こ
と
に
よ
る
リ
コ
ー
ル
が
、
本
来
の
機
能
と
は
別
の
形
で

利
用
さ
れ
る
状
況
が
生
じ
て
お
り  
 

、
今
や
個
々
の
政
策
決
定
に
お
い
て
さ
え
、
住
民
の
声
を
無
視
し
て
地
方
行
政
を
行
う
こ
と
は
で
き

な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
地
方
分
権
改
革
以
降
、
特
に
地
方
自
治
・
住
民
自
治
を
進
め
る
た
め
に
、
住
民
参
加
・
住
民
主
体
の
ま
ち
づ
く

（
２
）

（
３
）
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り
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
多
く
の
自
治
体
に
お
い
て
各
種
の
政
策
が
実
施
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
制
度
・
考
え
方
は
、

あ
く
ま
で
も
行
政
へ
の
住
民
参
加
で
あ
り
、
行
政
が
主
体
の
域
を
出
て
い
な
い
。

　
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
本
稿
で
は
、
住
民
主
権
の
地
方
自
治
を
推
進
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
策
と
し
て
、
住
民
投
票
制
度
の
必
要
性

を
論
じ
、
そ
の
た
め
の
一
つ
の
手
段
で
あ
る
住
民
投
票
条
例
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
住
民
投
票
に
関

す
る
学
問
的
業
績
は
数
多
く
み
ら
れ
る
が
、
住
民
投
票
条
例
の
制
定
件
数
が
増
加
し
て
き
た
の
は
最
近
の
こ
と
で
も
あ
り
、
条
例
論
か

ら
の
本
格
的
な
研
究
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
本
稿
で
は
、
最
初
に
、
戦
後
地
方
自
治
制
度
に
お
け
る
代
表
民
主
制
と
直
接
民
主
制
の

現
状
を
分
析
し
、
代
表
民
主
制
を
補
完
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
拡
充
さ
れ
つ
つ
あ
る
条
例
に
よ
る
住
民
参
加
制
度
の
現
状
と
到
達
点

を
明
ら
か
す
る
。
そ
し
て
、
究
極
の
住
民
参
加
制
度
と
い
わ
れ
る
住
民
投
票
制
度
の
こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
ど
の
よ
う
な
経

過
を
た
ど
っ
て
今
日
に
至
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
平
成
の
大
合
併
以
後
、
各
地
で
制
定
さ
れ
つ
つ
あ
る
住
民
投
票
条
例
の
新
た
な
動
き
に

つ
い
て
概
観
し
、
住
民
投
票
条
例
の
類
型
に
関
し
て
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
提
示
し
、
今
後
の
地
方
自
治
制
度
に
お
け
る
住
民
投
票
制

度
の
課
題
と
展
望
に
つ
い
て
論
じ
る
。

二
　
戦
後
地
方
自
治
制
度
の
特
徴

１
　
憲
法
に
お
け
る
直
接
民
主
制
と
代
表
（
間
接
）
民
主
制

　
憲
法
は
、「
主
権
が
国
民
に
存
す
る
」（
前
文
）、「
主
権
の
存
す
る
日
本
国
民
」（
一
条
）
と
規
定
し
、
国
民
主
権
を
宣
言
す
る
一
方
で
、

「
日
本
国
民
は
、
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国
会
に
お
け
る
代
表
者
を
通
じ
て
行
動
し
、
…
…
そ
の
権
力
は
国
民
の
代
表
者
が
こ
れ
を
行
使

し
」（
前
文
）、
国
会
を
構
成
す
る
「
両
議
院
は
、
全
国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
で
こ
れ
を
組
織
す
る
」（
四
三
条
一
項
）
と

し
て
、
代
表
（
間
接
）
民
主
制
を
と
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
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他
方
で
、
憲
法
の
改
正
に
は
、「
各
議
院
の
総
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
で
、
国
会
が
、
こ
れ
を
発
議
し
、
国
民
に
提
案
し
て

…
…
そ
の
過
半
数
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
」（
九
六
条
一
項
）
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
に
対
す
る
国
民
審
査
制

を
採
用
し
（
七
九
条
）、
一
の
地
方
公
共
団
体
の
み
に
適
用
さ
れ
る
特
別
法
に
つ
い
て
は
、
住
民
の
投
票
の
過
半
数
の
同
意
を
得
な
け
れ

ば
、
こ
れ
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
（
九
五
条
）、
直
接
民
主
主
義
的
制
度
を
導
入
し
て
い
る
。
さ
ら
に
憲
法
は
第
八
章
に

「
地
方
自
治
」
と
い
う
独
立
の
章
を
設
け
、
九
三
条
一
項
で
議
会
の
設
置
を
定
め
、
同
条
二
項
で
首
長
及
び
議
員
の
直
接
選
挙
を
規
定
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
憲
法
は
地
方
政
府
に
つ
い
て
も
代
表
民
主
制
を
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る  
 

。

２
　
地
方
自
治
法
に
お
け
る
直
接
民
主
制
と
代
表
民
主
制

　
憲
法
九
二
条
に
規
定
す
る
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
に
は
、
住
民
自
治
と
団
体
自
治
の
二
つ
の
要
素
が
あ
る
。
住
民
自
治
と
は
、
地
方

自
治
が
住
民
の
意
思
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
と
い
う
民
主
主
義
的
要
素
で
あ
り
、
団
体
自
治
と
は
、
地
方
自
治
が
国
か
ら
独
立
し
た
団

体
に
委
ね
ら
れ
、
団
体
自
ら
の
意
思
と
責
任
の
下
で
な
さ
れ
る
と
い
う
自
由
主
義
的
・
地
方
分
権
的
要
素
で
あ
る  
 

、
と
さ
れ
て
い
る
。

現
行
地
方
自
治
法
は
、
憲
法
の
規
定
を
受
け
、
代
表
民
主
制
を
も
っ
て
基
本
的
構
造
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
地
方
自
治
の

基
本
の
一
つ
に
住
民
自
治
が
あ
る
と
す
る
と
、
憲
法
が
直
接
民
主
主
義
的
制
度
を
否
定
し
て
い
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
の

が
、
一
般
的
な
見
解
で
あ
る  
 

。

　
直
接
民
主
主
義
的
制
度
を
国
政
レ
ベ
ル
と
地
方
政
府
レ
ベ
ル
で
比
較
す
る
と
、
地
方
自
治
法
で
は
、
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
（
七
四

条
）、
事
務
の
監
査
請
求
（
七
五
条
）、
議
会
の
解
散
請
求
（
七
六
条
）、
議
員
や
長
な
ど
の
解
職
請
求
（
八
〇
条
、
八
一
条
）
な
ど
、

国
政
レ
ベ
ル
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
「
住
民
の
直
接
請
求
」
制
度
も
導
入
さ
れ
、
さ
ら
に
議
会
の
設
置
に
か
わ
る
町
村
総
会  
 

（
九
四

条
）
の
規
定
も
設
け
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
地
方
政
府
に
お
い
て
は
、
よ
り
「
住
民
参
加
」
と
い
う
直
接
民
主
制
的
要
素
を
拡
充
す
る
必

要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る  
 

。
俵
静
夫  
 

は
、「
地
方
自
治
と
い
う
と
き
、
地
方
的
利
害
に
関
す
る
事
務
を
地
方
住
民
の
意
思
に
基
づ
い
て
処

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）
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理
す
る
と
い
う
住
民
自
治
が
、
そ
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
要
素
を
な
す
も
の
で
あ
る
」、「
地
方
の
公
共
事
務
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
処

理
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
の
存
立
を
認
め
、
そ
の
団
体
の
行
政
は
住
民
の
参
与
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、

地
方
政
府
レ
ベ
ル
で
は
、
よ
り
住
民
と
の
直
接
的
つ
な
が
り
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

三
　
戦
後
地
方
自
治
制
度
の
変
革
と
住
民
参
加

　
磯
崎
初
仁  
 

は
、
戦
後
の
自
治
立
法
の
変
遷
を
、
①
警
察
型
条
例
の
時
代
（
一
九
四
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
五
〇
年
代
後
半
）、
②
環
境

保
全
型
条
例
の
時
代
（
一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
前
半
）、
③
住
民
参
加
型
条
例
の
時
代
（
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
八

〇
年
代
）、
④
分
権
型
条
例
の
時
代
（
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
）
に
分
け
て
説
明
し
、
住
民
参
加
や
住
民
自
治
を
重
視
す
る

条
例
が
増
え
て
い
る
こ
と
、
従
来
は
単
純
に
行
政
事
務
を
定
め
る
条
例
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
住
民
参
加
推
進
条
例
、
自
治
基
本
条
例

な
ど
住
民
自
治
の
拡
充
を
図
る
条
例
が
増
え
て
い
る
こ
と
、
他
の
目
的
の
条
例
に
お
い
て
も
行
政
計
画
策
定
へ
の
住
民
参
加
な
ど
の
規

定
が
増
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
住
民
参
加
型
条
例
の
時
代
に
は
、
環
境
行
政
の
分
野
で
は
、
一
九
七
六
年
に
制
定
さ

れ
た
「
川
崎
市
環
境
影
響
評
価
に
関
す
る
条
例
」、
行
政
全
般
に
わ
た
る
条
例
と
し
て
は
、
一
九
七
二
年
に
、
山
形
県
金
山
町
、
神
奈
川

県
が
情
報
公
開
条
例
を
制
定
、
一
九
八
二
年
に
は
、
町
長
提
案
で
あ
る
が
、「
窪
川
町
原
子
力
発
電
所
設
置
に
つ
い
て
の
町
民
投
票
に
関

す
る
条
例
」（
高
知
県
）
な
ど
、
住
民
参
加
を
重
視
し
た
多
く
の
条
例
が
制
定
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
一
方
、
国
に
お
い
て
も
、
旧
地
方
分
権
推
進
法
（
平
成
七
年
法
律
第
九
六
号
）
七
条
一
項
で
は
、「
地
方
公
共
団
体
は
、
行
政
及
び

財
政
の
改
革
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
行
政
の
公
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上
及
び
住
民
参
加
の
充
実
の
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
地
方
分
権
の
推
進
に
応
じ
た
地
方
公
共
団
体
の
行
政
体
制
の
整
備
及
び
確
立
を
図
る
」
と
あ
り
、
地

方
分
権
改
革
を
進
め
る
た
め
に
は
、
住
民
参
加
の
充
実
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
の
地
方
分
権
の
推

（
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進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
地
方
分
権
一
括
法
」
と
い
う
。）
の
施
行
を
機
に
、
機
関
委
任
事
務
が

廃
止
さ
れ
、
自
治
体
が
国
の
関
与
な
し
に
独
自
で
処
理
す
る
こ
と
の
で
き
る
自
治
事
務
が
大
幅
に
増
加
し
た
。
自
治
体
は
地
方
政
府
と

し
て
、
自
己
決
定
・
自
己
責
任
の
も
と
、
い
か
に
し
て
実
質
的
な
自
治
を
実
現
し
て
い
く
か
を
模
索
し
、
新
し
い
自
治
の
か
た
ち
を
つ

く
り
あ
げ
よ
う
と
、
各
自
治
体
で
は
ま
ち
づ
く
り
条
例
、
自
治
基
本
条
例
、
住
民
参
加
条
例
等
の
制
定
に
取
り
組
み
、
そ
の
な
か
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
住
民
参
加
シ
ス
テ
ム
の
規
定
を
設
け
、
住
民
参
加
概
念
の
量
的
・
質
的
拡
充
が
図
ら
れ
て
き
て
い
る
。

１
　
住
民
参
加
が
な
ぜ
必
要
か

　
い
ま
な
ぜ
住
民
参
加
が
求
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
、
佐
藤
徹  
 

に
よ
れ
ば
、
①
行
政
及
び
議
会
に
対
す
る
統
制
、
②
個
性
的
で
特
色
あ

る
地
域
の
創
造
、
③
合
意
形
成
の
促
進
、
④
多
様
な
主
体
の
連
携
や
協
働
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
⑤
施
策
・
事
業
の
優
先
順

位
の
明
確
化
、
⑥
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
の
住
民
自
身
の
責
務
を
あ
げ
て
い
る
。

　
一
方
、
松
下
啓
一  
 

は
、
こ
れ
を
行
政
の
側
に
視
点
を
あ
て
、
自
治
体
の
仕
事
の
内
容
が
変
化
し
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
自
治
体
だ
け

で
完
結
で
き
る
仕
事
が
減
り
、
ご
み
の
減
量
化
や
分
別
収
集
な
ど
の
よ
う
に
、
住
民
の
参
加
や
協
力
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
仕
事
が
増

加
し
た
こ
と
、
自
治
体
の
仕
事
の
ル
ー
ル
が
変
わ
り
、
住
民
参
加
・
協
働
等
が
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
要
件
と
な
っ
て
き
た
こ
と
等
を
あ

げ
て
い
る
が
、
社
会
的
背
景
か
ら
み
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
①
　
住
民
運
動
、
住
民
意
識
の
変
容

　
経
済
が
右
肩
上
が
り
の
時
代
で
は
、
自
治
体
は
潤
沢
な
財
源
を
も
と
に
、
そ
れ
こ
そ
住
民
の
か
ゆ
い
と
こ
ろ
に
手
が
届
く
ほ
ど
の
各

種
の
政
策
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
近
年
財
政
状
況
が
逼
迫
し
、
あ
れ
も
こ
れ
も
で
は
な
く
、
あ
れ
か
こ
れ
か
の
選
択

を
迫
ら
れ
る
状
態
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
に
伴
い
地
域
住
民
の
要
望
が
必
ず
し
も
政
策
に
反
映
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
住
民
の

行
政
に
対
す
る
不
満
が
高
ま
る
一
方
で
、
一
九
六
〇
年
代
の
公
害
反
対
運
動
以
後
の
住
民
運
動
が
、
こ
れ
ま
で
の
抵
抗
型
か
ら
よ
り
行

（
　
）
１１

（
　
）
１２

論　　　説

（阪大法学）６０（４ - 114）832〔２０１０．１１〕



政
へ
の
積
極
的
な
参
加
を
求
め
る
運
動
へ
と
転
換
し
、
住
民
意
識
・
自
治
意
識
の
向
上
と
連
動
し
て
、
個
別
の
政
策
に
意
思
表
示
を
す

る
こ
と
・
政
策
に
関
与
を
求
め
る
こ
と
な
ど
が
増
加
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る  
 

。

　
ま
た
一
方
で
、
個
別
の
政
策
の
是
非
を
巡
る
リ
コ
ー
ル
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど  
 

、
住
民
の
政
策
決
定
へ
の
参
加
を
抜
き
に

し
て
、
民
主
的
な
行
政
が
成
り
立
ち
に
く
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
②
　
地
方
分
権
改
革
後
の
政
治
シ
ス
テ
ム
・
社
会
シ
ス
テ
ム
の
変
容

　
地
方
分
権
一
括
法
の
施
行
を
契
機
に
、
自
治
体
が
独
立
し
た
地
方
政
府
と
し
て
自
己
決
定
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
、
そ
の
裏
返
し
と
し

て
自
己
責
任
の
範
囲
も
必
然
的
に
そ
れ
だ
け
増
す
こ
と
と
な
っ
た
。
住
民
は
自
ら
の
意
思
と
責
任
に
お
い
て
地
域
の
自
己
決
定
に
参
加

す
る
か
ら
こ
そ
自
己
責
任
を
自
ら
の
負
担
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
は
自
己
決
定
へ
の
参
加
機
会
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
や
多
様
な

参
加
形
態
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る  
 

。
こ
の
た
め
政
策
決
定
に
至
る
ま
で
の
い
ろ
い
ろ
な
段
階
で
住
民
の
参
加
を
促
し
、

住
民
の
意
向
を
汲
み
上
げ
地
方
自
治
を
推
進
す
る
た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
ル
ー
ト
の
整
備
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
分
権
改
革
後

の
地
方
政
府
、
自
治
の
か
た
ち
を
条
例
化
し
、
そ
の
中
で
住
民
参
加
を
担
保
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る  
 

。

　
③
　
間
接
民
主
主
義
の
機
能
不
全

　
生
活
様
式
が
多
様
化
し
、
こ
れ
ま
で
と
違
い
支
持
政
党
・
支
持
議
員
と
支
持
者
が
、
個
別
の
政
策
で
対
立
し
た
り
、
時
に
は
、
別
の

政
党
や
別
の
議
員
の
政
策
の
方
を
支
持
す
る
と
い
っ
た
事
態
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た  
 

。
こ
の
た
め
、
基
本
的
に
は
あ
る
政

党
を
支
持
す
る
に
し
て
も
、
個
別
の
政
策
課
題
に
よ
っ
て
は
、
主
権
者
と
し
て
政
策
決
定
に
関
与
を
求
め
る
と
い
っ
た
姿
勢
が
、
政
党

政
治
か
ら
の
脱
却
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
多
様
化
と
あ
い
ま
っ
て
、
ひ
ろ
が
り
を
見
せ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
首
長
や
議
員
が

直
接
選
挙
で
選
ば
れ
た
と
し
て
も
、
四
年
間
の
任
期
中
の
す
べ
て
の
政
策
に
対
し
て
白
紙
委
任
を
し
た
わ
け
訳
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

一
つ
の
政
策
を
と
っ
て
み
た
場
合
、
住
民
の
意
見
と
首
長
や
議
会
の
判
断
と
に
齟
齬
を
き
た
す
こ
と
が
往
々
に
し
て
み
ら
れ
、
時
に
は
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そ
れ
が
命
取
り
と
な
り
、
首
長
の
解
職
や
議
会
の
解
散
要
求
に
つ
な
が
る
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ
て
い
る
。

　
一
方
で
、
議
会
の
機
能
不
全
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
来
議
会
は
、
行
政
の
活
動
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
多
様
な
住
民
の
意
見
や
要

望
を
汲
み
上
げ
集
約
し
て
、
自
治
体
の
政
策
や
活
動
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
な
機
能
を
期
待
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
分
に
そ

の
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る  
 

。
議
会
を
通
し
て
自
ら
の
主
張
を
政
策
に
反
映
で
き
な
い
と
感
じ
た
住
民
が
、
議
会
を
通
さ

ず
に
、
直
接
自
治
体
の
政
策
決
定
に
参
加
で
き
る
よ
う
な
制
度
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る  
 

。

２
　
住
民
参
加
シ
ス
テ
ム
の
現
状

　
①
　「
住
民
」
と
「
市
民
」、「
参
加
」
と
「
参
画
」

　
憲
法
一
〇
条
に
は
、「
日
本
国
民
た
る
要
件
は
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」
と
規
定
し
、
こ
れ
を
受
け
国
籍
法
に
規
定
す
る
日
本
国
籍
を

有
す
る
者
が
日
本
国
民
と
な
る
。
地
方
自
治
法
一
〇
条
一
項
に
は
、「
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
は
、
当
該
市
町
村
及
び
こ

れ
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
住
民
と
す
る
」
と
あ
り
、
住
民
と
は
、「
住
民
自
治
を
担
う
主
体
」
を
意
味
し
、
国
籍
の
有
無
を
問
わ
な
い
。

つ
ま
り
、
通
説
的
見
解
で
は
、
日
本
国
籍
を
持
つ
日
本
人
の
み
な
ら
ず
、
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
外
国
人
も
含
ま
れ
る  
 

。

　
住
民
と
は
、
そ
の
自
治
体
に
住
む
人
々
で
あ
る
。
住
民
が
私
的
な
関
心
を
追
求
す
る
と
と
も
に
、
公
共
的
関
心
を
も
ち
、
自
己
責
任

を
も
っ
て
社
会
に
参
加
す
る
「
公
的
人
間
」、
つ
ま
り
「
市
民
」
に
編
み
上
げ
ら
れ
て
い
く
必
要
が
あ
り
、「
住
民
参
加
」
か
ら
「
市
民

参
加
」
へ
と
、
言
葉
も
そ
の
実
態
も
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
当
に
成
熟
し
た
「
市
民
社
会
」
が
生
ま
れ
る
と
す
る
見
解  
 

、「
住
民
」

の
概
念
を
地
方
自
治
法
上
の
概
念
と
し
て
、「
市
民
」
よ
り
広
く
と
ら
え
よ
う
と
す
る
見
解  
 

等
が
あ
る
。
一
方
市
民
に
つ
い
て
は
実
定
法

上
の
定
義
規
定
は
な
く
、
広
辞
苑
（
第
五
版
、
三
省
堂
）
に
よ
れ
ば
「
市
の
住
民
。
国
政
に
参
与
す
る
地
位
に
あ
る
国
民
。
公
民
」
で

あ
る
と
さ
れ
、
現
代
社
会
に
お
け
る
政
治
的
主
権
者
と
し
て
の
構
成
員
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る  
 

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
住
民
参
加
条
例

や
情
報
公
開
条
例
な
ど
の
条
例
で
は
、「
市
民
」
や
「
住
民
」
と
い
う
用
語
を
使
う
場
合
に
は
、
必
ず
定
義
規
定
が
置
か
れ
る
。
本
稿
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で
は
、
住
民
投
票
条
例
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
、
外
国
人
も
住
民
に
含
ま
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
特
に
断

り
の
な
い
限
り
、
そ
の
自
治
体
に
住
む
人
々
と
い
う
意
味
で
「
住
民
」
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
。
た
だ
、
引
用
や
紹
介
す
る
条
例
の

条
文
等
で
、「
市
民
」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
「
市
民
」
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
。

　
次
に
、「
参
画
」
を
「
政
策
の
立
案
か
ら
実
施
、
評
価
に
至
る
各
段
階
に
お
い
て
、
主
体
的
に
参
加
し
、
意
思
形
成
に
関
わ
る
こ
と
」

と
し
、
単
な
る
形
式
的
な
「
参
加
」
と
区
別
し
て
、
住
民
参
画
や
男
女
共
同
参
画
と
い
っ
た
用
い
方
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
も
、

そ
の
条
例
や
計
画
の
中
で
定
義
づ
け
さ
れ
て
初
め
て
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
特
に
区
別
せ
ず
に
、
形
式
的
な
参
加
か

ら
実
質
的
な
参
加
も
含
め
て
ひ
ろ
く
「
参
加
」
と
い
う
文
言
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

　
ま
た
、「
住
民
参
加
」
と
い
う
概
念
も
多
義
的
で
あ
り
、
個
人
と
し
て
の
住
民
が
そ
の
利
益
を
主
張
す
る
実
定
法
上
の
法
的
過
程
の
狭

い
領
域
に
限
定
す
る
立
場  
 

か
ら
、
他
方
で
は
、
こ
れ
を
住
民
運
動
と
同
義
語
的
に
用
い
て
、
住
民
運
動
が
地
域
性
、
自
然
発
生
的
性
質
、

脱
政
党
性
、
一
揆
性
な
ど
の
特
質
を
そ
な
え
る
と
こ
ろ
に
着
目
し
て
そ
の
機
能
を
考
察
す
る  
 

と
い
う
広
い
意
義
付
け
に
至
る
ま
で
様
々

な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
阿
部
泰
隆  
 

は
、「
住
民
参
加
」
と
は
、
行
政
の
プ
ロ
セ
ス
に
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
行
政
手
法
で
あ

る
と
し
、
そ
の
形
態
は
種
々
あ
る
が
、
①
意
見
情
報
提
供
参
加
、
②
判
断
形
成
の
合
理
性
担
保
参
加
、
③
住
民
（
納
税
者
）
参
加
、
④

権
利
・
利
益
防
御
参
加
に
分
け
ら
れ  
 

、
こ
の
う
ち
、
①
と
②
は
参
加
の
影
響
力
の
差
に
よ
る
分
類
で
、
②
の
方
が
行
政
の
決
定
に
対
す

る
影
響
力
が
大
き
い
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
③
の
住
民
参
加
は
、
住
民
と
し
て
、
な
い
し
納
税
者
と
し
て
の
立
場
に
お
け
る

参
加
で
あ
っ
て
、
主
に
地
方
自
治
法
に
定
め
る
直
接
請
求
（
七
四
条
以
下
）
と
か
住
民
監
査
請
求
（
二
四
二
条
）
と
し
て
、
制
度
化
さ

れ
て
い
る
。
④
は
特
定
の
者
な
り
集
団
の
利
益
を
守
る
た
め
の
事
前
手
続
的
参
加
で
あ
り
、
こ
の
ほ
か
、
参
加
と
い
う
よ
り
も
、
⑤
住

民
自
身
の
決
定
方
式
で
あ
る
住
民
投
票
や
住
民
同
意
を
あ
げ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、
住
民
の
意
思
が
今
日
の
地
方
行
政
に
対
し
て
い
か
な
る
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
か
を
で
き
る
だ
け
多
方
面
か
ら
取
り
上
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げ
、
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
田
村
悦
一
著
『
市
民
参
加
の
法
的
課
題  
 

』
で
の
定
義
と
ほ
ぼ
同
義
で
、「
住
民
参

加
」
を
「
自
治
体
の
行
政
運
営
・
政
策
決
定
の
諸
過
程
に
お
い
て
、
住
民
の
発
言
権
が
確
保
さ
れ
る
組
織
と
構
造
」
と
定
義
す
る
。

　
②
　
現
行
法
制
度
下
で
の
住
民
参
加

　
行
政
法
学
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
「
参
加
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
小
高
剛  
 

と
田
村
悦
一  
 

の
業
績
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
も
住
民
参
加
の
様
々
な
機
能
を
あ
げ
て
い
る
が
、
大
き
く
分
け
て
、「
実
体
的
な
権
利
利
益
の
防
御
の
必
要
性
」

と
「
行
政
過
程
に
お
け
る
民
主
主
義
の
保
障
」
の
二
つ
の
見
地
を
共
に
指
摘
さ
れ
て
い
る  
 

。
よ
り
具
体
的
に
は
、
小
高
剛
は
、
現
行
法

が
定
め
る
住
民
参
加
の
方
式
に
つ
い
て
、
①
主
と
し
て
参
政
権
を
根
拠
と
し
、
そ
の
行
使
と
し
て
行
わ
れ
る
住
民
の
地
方
政
治
、
行
政

へ
の
参
加
（
例
、
選
挙
権
、
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
権
等
）、
②
地
方
公
共
団
体
の
違
法
な
公
金
支
出
に
つ
い
て
、
住
民
の
個
人
的
利
害

と
は
無
関
係
に
、
主
と
し
て
納
税
者
の
立
場
で
事
後
的
な
是
正
を
求
め
る
住
民
監
査
請
求
、
③
請
願
、
陳
情
、
④
行
政
上
の
苦
情
申
立

て
、
⑤
個
別
的
な
行
政
決
定
過
程
へ
の
参
加
手
続
（
例
、
公
聴
会
、
意
見
書
の
提
出
等
）
に
分
類
し
、
住
民
参
加
に
は
権
利
保
護
の
モ

メ
ン
ト
と
民
主
制
な
い
し
民
主
主
義
の
モ
メ
ン
ト
が
あ
り
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
行
政
法
学
的
ア
プ
ロ
─
チ
は
前
者
に
傾
斜
し
た
行
政

手
続
法
論
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
、
政
治
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
後
者
に
傾
斜
し
た
住
民
運
動
論
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
一
般
的

な
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る  
 

。

　
現
行
法
制
度
の
も
と
で
の
広
義
の
住
民
参
加
制
度
を
整
理
す
る
と
、
表
一
の
と
お
り
に
な
る
が
、
本
稿
で
は
、
各
自
治
体
が
、
独
自

の
条
例
の
規
定
で
設
け
ら
れ
て
い
る
主
な
住
民
参
加
制
度
に
焦
点
を
当
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
③
　
住
民
参
加
条
例
の
現
状

　
住
民
参
加
条
例
と
は
、
文
字
通
り
自
治
体
に
お
け
る
住
民
参
加
に
関
す
る
制
度
的
な
仕
組
み
に
つ
い
て
定
め
た
条
例
で
あ
る
が
、
そ

の
内
容
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
住
民
参
加
条
例
の
嚆
矢
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
一
九
九
七
年
に
制
定
さ
れ
た
「
箕
面
市
市
民
参
加
条

（
　
）
２８

（
　
）
２９

（
　
）
３０

（
　
）
３１

（
　
）
３２
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表一　広義の住民参加制度一覧

平成２２年４月１日現在

主な条例等根拠法令など方　　　　法種　　　類

憲法９３条、地方自治法１７条長及び議員等の選挙選　　　挙

地方自治法７４条、７４条の２～

７４条の４
条例の制定又は改廃請求

直接請求

地方自治法７５条事務監査の請求

地方自治法７６条、７７条～７９条議会の解散請求

地方自治法８０条、８２条～８４条議員の解職請求

地方自治法８１条、８２条～８４条長の解職請求

地方自治法８６条役員（主要公務員）の解職請求

地方教育行政の組織及び運営

に関する法律８条
教育委員の解職請求

地方自治法２４２条住民監査請求

争訟等
地方自治法２４２条の２、２４２条の３住民訴訟

公職選挙法２０２条～２０４条、

２０６条～２０８条等

選挙に関する争訟（選挙の効

力、当選の効力）

憲法９５条

地方自治法２６１条、２６２条

一の地方公共団体のみに適用

される特別法に関する住民投

票
住民投票

市町村の合併の特例に関する

法律４条・５条

合併協議会設置に関する住民

投票

高浜市住民投票条例ほか条例の規定に基づく住民投票

地方自治法９４条町村総会直接参加

地方自治法１０９条～１１０条（委員会）

公聴会

公聴、陳情、

請願

そ
の
他
の
住
民
参
加
制
度

都市計画法１６条１項ほか

石狩市行政活動への市民参加

の推進に関する条例ほか

地方自治法１０９条ほか陳情

憲法１６条、地方自治法１２４条、

請願法
請願

箕面市市民参加条例ほか条例・要綱等審議会および委員等の市民公募

西東京市市民参加条例ほか条例・要綱等ワークショップ

横須賀市市民パブリック・コ

メント手続条例ほか
条例・要綱等パブリック・コメント

和光市市民参加条例ほか条例・要綱等提案・提言制度

逗子市市民参加条例ほか

（京都府府民簡易監査規程）
条例・要綱等

苦情処理制度

（簡易監査制度）苦情処理等

川崎市市民オンブズマン条例ほか条例・要綱等市民オンブズマン制度

地方自治法１１５条議事の公開原則

会議等の公開 町田市審議会等の会議の公開

に関する条例ほか
条例・要綱等審議会等の公開

池田市地域分権の推進に関す

る条例ほか
条例・要綱等地域事業提案制度

地域分権等

（地域自治区）
上越市自治基本条例

上越市地域協議会委員の選任

に関する条例ほか

条例・要綱等地域協議会委員の準公選

多治見市自治基本条例

多治見市是正請求手続条例ほか
条例・要綱等

市の行為等に関する是正請求

制度
是正請求

説明会・懇談会・フォーラ

ム・シンポジウム等その他

各種住民アンケート調査

出典：（財）社会経済生産性本部住民参加有識者会議報告書『地方議会と住民参加』(２００３年）４０頁、表３-３を参考
にして作成



例
（
以
下
「
箕
面
市
条
例
」
と
い
う
。）」
で
あ
る
。
こ
の
条
例
は
、
わ
ず
か
九
か
条
の
条
文
で
あ
る
が
、「
市
民
参
加
」
と
は
、「
市
の

意
思
形
成
の
段
階
か
ら
市
民
の
意
思
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
及
び
市
が
事
業
を
実
施
す
る
段
階
で
市
と
市
民
が
協
働
す
る
こ
と
を
い
う
」

（
二
条
一
項
）、「
協
働
」
と
は
、「
市
と
市
民
が
そ
れ
ぞ
れ
に
果
た
す
べ
き
責
任
と
役
割
を
自
覚
し
、
相
互
に
補
完
し
、
協
力
す
る
こ
と

を
い
う
」（
同
条
二
項
）
と
し
、
会
議
公
開
の
原
則
（
六
条
）、
附
属
機
関
の
委
員
の
市
民
公
募
（
七
条
）、
市
民
投
票
（
九
条
）
に
つ

い
て
規
定
し
、
そ
の
後
の
住
民
参
加
条
例
・
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
制
度
設
計
や
自
治
体
政
策
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
現
在
制
定
さ
れ
て
い
る
住
民
参
加
条
例
の
分
類
の
仕
方
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
住
民
参
加
の
手
法
を
列
記
す
る
タ
イ
プ

の
「
列
記
型
参
加
条
例
」（
例
、
箕
面
市
条
例
）、
一
定
の
行
政
活
動
を
対
象
と
し
、
こ
れ
に
参
加
の
手
法
を
組
み
合
わ
せ
る
タ
イ
プ
の

「
総
合
型
参
加
条
例
」（
例
、
石
狩
市
行
政
活
動
へ
の
市
民
参
加
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
石
狩
市
条
例
」
と
い
う
。））
の
二
分

類
に
分
け
て
い
る
も
の  
 

、
住
民
参
加
の
一
般
的
な
規
定
を
定
め
た
「
一
般
条
例
」（
例
、
箕
面
市
条
例
、
石
狩
市
条
例
）
と
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
コ
メ
ン
ト
や
住
民
投
票
の
よ
う
に
、
個
別
の
住
民
参
加
制
度
や
手
法
を
対
象
に
、
そ
の
意
義
や
内
容
、
手
続
等
を
総
合
的
に
定
め

た
「
個
別
条
例
」（
例
、
横
須
賀
市
市
民
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
条
例
）
と
に
分
類
し
、
さ
ら
に
「
一
般
条
例
」
を
住
民
参
加

の
基
本
原
則
や
関
係
者
の
責
務
な
ど
の
基
本
的
事
項
を
規
定
し
た
「
理
念
原
則
型
条
例
」（
例
、
箕
面
市
条
例
）
と
各
種
の
参
加
制
度
を

列
挙
し
た
「
総
合
メ
ニ
ュ
ー
型
条
例
」（
例
、
石
狩
市
条
例
）
と
に
分
類
し
て
い
る
も
の  
 

が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
条
例
の
概
観
と
そ
の

傾
向
を
知
る
と
い
う
意
味
で
、
箕
面
市
条
例
の
よ
う
に
住
民
参
加
の
基
本
的
な
理
念
を
定
め
た
も
の
を
「
理
念
型
」、
理
念
だ
け
で
な
く

個
別
具
体
的
な
住
民
参
加
の
手
法
・
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
具
体
的
に
規
定
し
て
い
る
も
の
を
「
個
別
具
体
型
」、
協
働
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
も
規
定
し
て
い
る
も
の
を
「
協
働
型
」
に
分
類
す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
分
類
の
仕
方
に
基
づ
く
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入

る
代
表
的
な
条
例
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
、
条
例
の
規
定
項
目
を
比
較
す
る
と
表
二
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
表
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う

に
、
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
ア
ン
ケ
ー
ト
や
市
政
モ
ニ
タ
ー
以
外
に
、
現
在
条
例
で
規
定
さ
れ
て
い
る
主
な
住
民
参
加
制
度
と
し
て
、

（
　
）
３３

（
　
）
３４
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表二　住民参加条例の規定項目比較表

平成２１年９月１日現在

Ｃ　協　働　型Ｂ　個別具体型Ａ　理　念　型

比較項目
小金井市

福岡県二丈

町（２）
和光市石狩市（１）宝塚市箕面市

H１５.６.２７H１４.１２.２４H１５.１０.３H１３.９.２７H１４.１２.２５H９.３.３１条例の公布日

H１６.４.１H１５.１.１H１６.４.１H１４.４.１H１４.４.１H９.４.１条例の施行日

H２１.９.１H１９.４.１H２０.７.１─改正条例（最終）の施行日

１条１条１条１条１条１条目的

２条２条２条２条２条２条定義

３条３条３条３条３条基本理念

４条４条４条４条４条市・町（長）の責務

５条７条３条５条５条住民の責務 

５条議会の役割

５条職員の責務

６条４条１２条４項１３条６条６条会議公開の原則

９条９条１２条１項１２条７条７条委員の市民公募

１２条５項１１条・１４条諮問事案等の公表

１２条６項１５条議事録の作成

１６条～２３条１４条・１５条８条８条住民投票

２４条・２５条１１条・１２条協働・ボランティア活動の推進

１５条

６条

（権利とし

て規定）

９条提言制度

４条制度の改善

５条住民参加手続

６条住民参加手続の内容及び時期

７条提出された意見等の取扱い

８条公表の方法等

１７条９条
住民参加手続の予定及び実施時期

の公表

１０条制度の調整

１０条１６条～１９条パブリック・コメント手続等

１１条２０条公聴会

２１条公聴会開催の公表

２２条公聴会の運営

２３条調書の作成等

１３条２４条・２５条
その他の住民参加手続（ワーク

ショップ等）

２６条・２７条
住民が自発的に提出した意見の取

扱い等

２６条～３０条１６条２８条～３３条
住民参加制度調査審議会（推進会

議等）

１３条～１５条事業評価・評価委員会

（２７条）１８条（２８条）条例の見直し

３１条１６条１９条３４条９条９条委任

（１）石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例

（２）二丈町住民参画まちづくり条例。　福岡県二丈町は、２０１０年（平成２２年）１月１日、隣接する前原市・糸島郡志

摩町と新設合併し消滅した。新市名は糸島市で、新たに市民投票、パブリック・コメント、行政評価等を盛り込んだ

糸島市協働のまちづくり推進条例が制定されている。



情
報
公
開
や
会
議
の
公
開
の
ほ
か
、
審
議
会
、
公
聴
会
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
な
ど
が
あ
る
。

　（
１
）　
審
議
会

　
審
議
会
と
い
え
ば
、
比
較
的
古
く
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
、
現
在
も
多
く
の
自
治
体
で
活
用
さ
れ
て
い
る
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
制
度
で

あ
る  
 

。
審
議
会
は
、
附
属
機
関
と
し
て
、
首
長
か
ら
諮
問
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
学
識
経
験
者
や
利
害
関
係
人
な
ど
が
調
査
・
審
議

し
、
意
見
を
答
申
す
る
と
い
う
合
議
制
機
関
で
あ
り
、
本
来
地
方
自
治
法
一
三
八
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
律
ま
た
は
条
例

に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
設
置
根
拠
が
要
綱
等
に
あ
る
も
の
も
多
い
。

　
審
議
会
を
活
用
し
た
諮
問
行
政
に
つ
い
て
は
、
行
政
過
程
の
民
主
化
や
行
政
の
民
主
的
統
制
の
ほ
か
、
行
政
過
程
へ
の
専
門
知
識
の

導
入
、
公
正
の
確
保
、
利
害
の
調
整
、
各
種
行
政
の
総
合
調
整  
 

と
い
っ
た
行
政
の
科
学
化
・
技
術
的
合
理
化  
 

に
も
そ
の
存
在
理
由
が
あ

る
と
さ
れ
て
い
る  
 

。
し
か
し
、
従
来
か
ら
事
務
局
が
作
成
し
た
も
の
を
承
認
す
る
だ
け
、
事
前
に
決
ま
っ
て
い
る
方
針
を
オ
ー
ソ
ラ
イ

ズ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
委
員
も
各
種
団
体
の
長
な
ど
の
あ
て
職
や
、
行
政
サ
イ
ド
に
理
解
の
あ
る
委
員
ば
か
り
が
恣
意
的
に
選
任

さ
れ
る
な
ど
、「
行
政
の
隠
れ
み
の
」、「
機
能
の
形
骸
化
」、「
行
政
の
権
威
づ
く
り
・
ア
リ
バ
イ
づ
く
り
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
あ
ま

り
評
判
は
よ
く
な
い  
 

。
こ
の
た
め
、
国
に
お
い
て
は
、「
審
議
会
等
の
透
明
化
、
見
直
し
等
に
つ
い
て
」（
平
成
七
年
九
月
二
九
日
閣
議

決
定
）、「
審
議
会
等
の
整
理
合
理
化
に
関
す
る
基
本
的
計
画
」（
平
成
一
一
年
四
月
二
七
日
閣
議
決
定
）
等
に
基
づ
き
審
議
会
等
の
見
直

し
が
行
わ
れ
た
が
、
自
治
体
に
お
い
て
も
委
員
の
市
民
公
募
、
会
議
・
議
事
録
の
公
開
な
ど
が
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
審
議
会
の
運
営
そ
の
も
の
も
従
前
に
比
べ
い
ろ
い
ろ
と
改
善
策
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た  
 

。

　
こ
の
よ
う
に
審
議
会
は
、
参
加
の
手
法
と
し
て
、
明
確
な
目
的
の
設
定
、
委
員
選
定
の
公
正
さ
、
選
定
基
準
な
ど
が
手
続
き
と
し
て

整
備
さ
れ
て
お
れ
ば
、
審
議
会
等
へ
の
付
議
も
住
民
参
加
の
一
つ
と
し
て
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る  
 

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

最
近
の
国
の
例
で
あ
る
が
、
全
国
で
初
め
て
の
試
み
と
し
て
注
目
さ
れ
た
国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
の
住
民
参
加
の
諮
問
機
関
で

（
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あ
る
「
淀
川
水
系
流
域
委
員
会  
 

」
が
、
国
の
意
向
と
は
異
な
る
提
言
を
ま
と
め
よ
う
と
し
た
た
め
、
事
実
上
そ
の
機
能
が
ス
ト
ッ
プ
し

た
よ
う
に
、
こ
の
制
度
の
問
題
点
・
限
界
を
如
実
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
審
議
会
自
ら
が
自
主
的
に
意
見

具
申
や
建
議
等
を
で
き
る
権
限
を
持
っ
て
い
る
も
の
は
少
な
く
、
受
動
的
側
面
が
強
い  
 

。
そ
の
う
え
、
審
議
会
等
の
答
申
や
決
議
な
ど

を
採
用
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
長
の
裁
量
・
権
限
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
法
的
拘
束
力
を
持
た
な
い
た
め
限
界
が
あ
る
。

　（
２
）　
公
聴
会

　
公
聴
会
と
は
、
行
政
や
議
会
等
の
公
の
機
関
が
一
定
の
事
項
を
決
定
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
参
考
に
す
る
た
め
、
ま
た
、
利
害
を
反

映
さ
せ
る
た
め
に
、
利
害
関
係
者
、
学
識
経
験
者
等
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
会
の
こ
と
を
い
い
、
①
行
政
手
続
き
に
お
い
て
、
申
請
者

で
は
な
く
、
第
三
者
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
性
格
を
も
つ
も
の
、
②
計
画
策
定
手
続
き
で
、
利
害
関
係
者
の
み
な
ら
ず
、
広
く
住
民
か

ら
公
述
人
を
募
集
し
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
設
け
る
も
の
、
さ
ら
に
③
議
会
が
開
催
す
る
も
の
が
あ
る  
 

。

　
公
聴
会
を
開
催
す
る
と
き
は
、
案
件
に
対
し
て
賛
成
、
反
対
の
双
方
の
立
場
か
ら
広
く
意
見
を
聞
き
、
審
議
に
役
立
て
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
政
策
に
民
意
を
反
映
さ
せ
る
大
事
な
機
会
と
な
っ
て
い
る
。
公
聴
会
の
利
点
は
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
先
進
諸
外
国
で
活
用
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
意
見
書
提
出
の
よ
う
な
書
面
主
義
と
異
な
り
、
対
象
事
項
に
つ
い
て
の
客
観
的
で
公
正
な
情
報
を
公
開
し
質
疑
応

答
を
重
ね
徹
底
的
に
議
論
を
す
れ
ば
、
住
民
も
行
政
の
計
画
や
事
業
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
あ
る
い
は
正
し
く
批
判
す
る
こ
と
が
で

き
、
行
政
も
そ
の
問
題
点
の
指
摘
を
受
け
て
再
検
討
の
機
会
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
点
に
あ
る  
 

。
し
か
し
な
が
ら
、
公
聴
会

を
開
催
す
る
か
し
な
い
か
の
裁
量
は
、
行
政
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
、
公
聴
会
の
時
間
等
が
物
理
的
に
限
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
公
述
時
間
や
公
述
人
の
数
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
公
述
さ
れ
た
意
見
が
、
計
画
策
定
手
続
き
な
ど
に
ど
う
反
映
さ

れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
行
政
側
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、「
聞
き
っ
ぱ
な
し
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
三
鷹
市
で
は
、

ド
イ
ツ
で
実
施
さ
れ
て
い
る
プ
ラ
ー
ヌ
ン
ク
ス
ツ
ェ
レ
（Planungszelle

             
）
と
い
う
市
民
参
加
の
手
法
を
参
考
に
し
た
無
作
為
抽
出
に

（
　
）
４２

（
　
）
４３

（
　
）
４４

（
　
）
４５

住民投票条例論（一）

（阪大法学）６０（４ - 123）841〔２０１０．１１〕



よ
る
集
団
か
ら
選
ば
れ
た
住
民
に
よ
る
市
民
討
議
会
形
式
の
手
法
を
導
入
し
て
お
り
非
常
に
興
味
深
い  
 

。

　（
３
）　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　
西
東
京
市
市
民
参
加
条
例
二
一
条
に
は
、「
実
施
機
関
は
、
課
題
、
問
題
点
等
の
抽
出
と
選
択
を
通
し
て
、
複
数
の
市
民
と
の
一
定
の

合
意
形
成
を
図
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
市
民
と
市
及
び
市
民
同
士
の
自
由
な
議
論
に
よ
り
市
民
意
見
の
方
向
性
を
見
出
す
こ
と
を
目

的
と
す
る
集
ま
り
（
以
下
「
市
民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
い
う
。）
を
開
催
す
る
」、
京
都
市
市
民
参
加
推
進
条
例
九
条
一
項
に
は
、
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
と
は
、「
市
及
び
市
民
に
よ
る
自
由
な
議
論
に
よ
り
、
政
策
又
は
事
業
の
方
針
、
内
容
等
に
関
す
る
意
見
を
集
約
す
る
た
め

の
会
合
」
と
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
参
加
者
が
集
ま
っ
て
、
創
造
的
な
作
業
を
と
お
し
て
、
相
互
の
合
意
形
成
を
重
ね
、
具
体
的
な

成
果
物
を
形
作
る
集
ま
り
・
活
動
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
行
政
側
が
作
成
し
た
素
案
を
提
示
し
て
、
住
民
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
と

い
う
方
法
で
は
な
く
、
素
案
を
作
成
す
る
段
階
か
ら
住
民
に
参
加
し
て
も
ら
い
、
案
そ
の
も
の
を
住
民
と
行
政
と
が
共
同
し
て
作
成
す

る
と
い
う
作
業
に
は
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
手
法
が
有
効
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
自
治
基
本
条
例
策
定
の
取
組
み

等
い
ろ
い
ろ
な
分
野
で
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
適
用
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
時

間
的
な
労
力
が
か
か
る
う
え
、
構
成
員
の
選
び
方
や
運
営
の
仕
方
を
あ
や
ま
る
と
合
意
形
成
に
失
敗
す
る
こ
と
が
あ
り
、
反
対
者
が
少

な
く
目
的
が
明
確
な
場
合
は
機
能
し
や
す
い
が
、
個
々
の
利
害
関
係
が
交
錯
す
る
場
面
で
は
う
ま
く
機
能
し
な
い
場
合
が
多
い
と
い
わ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
結
論
が
必
ず
し
も
住
民
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ど
う
し
て
も
参

加
者
の
属
性
に
偏
り
が
生
じ
や
す
い  
 

。

　（
４
）　
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト

　
国
に
お
け
る
意
見
公
募
手
続
実
施
の
流
れ
と
は
、
行
政
機
関
が
命
令
等
（
政
令
、
省
令
な
ど
）
を
制
定
す
る
に
当
た
っ
て
事
前
に
命

令
等
の
案
を
示
し
、
そ
の
案
に
つ
い
て
広
く
国
民
か
ら
意
見
や
情
報
を
募
集
す
る
も
の
で
、
二
〇
〇
七
年
六
月
の
行
政
手
続
法
の
改
正
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に
よ
り
新
設
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
「
規
制
の
設
定
又
は
改
廃
に
係
る
意
見
提
出
手
続
（
平

成
一
一
年
三
月
二
三
日
閣
議
決
定
）」
に
基
づ
い
て
意
見
提
出
手
続
（
い
わ
ゆ
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
）
が
行
わ
れ
て
き
た
。

　
自
治
体
に
お
け
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
と
は
、
政
策
の
立
案
や
決
定
等
を
行
お
う
と
す
る
際
に
そ
の
案
を
公
表
し
、
こ
の

案
に
対
し
て
広
く
住
民
や
事
業
者
等
か
ら
意
見
や
情
報
を
提
出
し
て
も
ら
う
機
会
を
設
け
、
提
出
さ
れ
た
意
見
等
を
考
慮
し
て
最
終
的

な
意
思
決
定
を
行
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
総
務
省
の
調
査
等  
 

で
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
を
制
定
済
の
都
道
府
県
お
よ
び
市
区

町
村
は
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
一
日
現
在
で
、
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
一
八
五
七
団
体
中
、
七
三
五
団
体
、
全
体
の
三
九
・
六
％
で

あ
る
。
制
定
率
は
都
道
府
県
で
、
九
五
・
七
％
（
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
一
日
現
在
で
は
、
九
一
・
五
％
）、
市
区
町
村
で
、
三
八
・
二

％
（
同
　
三
〇
・
八
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
前
年
度
の
調
査
と
比
較
し
て
、
増
加
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
条
例
に
よ
る
も
の
が
十
七
・

八
％
、
規
則
が
一
・
一
％
、
要
綱
・
要
領
・
指
針
等
に
よ
る
も
の
が
八
一
・
一
％
で
あ
り
、
法
的
な
効
力
の
な
い
要
綱
・
要
領
・
指
針

等
に
よ
る
も
の
が
多
く
、
制
度
保
障
と
い
う
意
味
で
は
、
き
わ
め
て
不
十
分
で
あ
る
と
し
か
い
え
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。
ま
た
、
パ

ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
は
、
相
当
の
工
夫
を
凝
ら
さ
な
い
限
り
、
行
政
が
行
っ
た
意
思
決
定
の
根
拠
を
明
確
に
す
る
と
い
う
意
味
に
お

け
る
説
明
責
任
履
行
の
手
続
き
に
と
ど
ま
る
可
能
性
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
と
問
題
点
も
多
い  
 

。

　
④
　
新
し
い
動
き

　
先
に
述
べ
た
審
議
会
、
公
聴
会
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
等
は
、
住
民
参
加
の
標
準
的
な
制
度
と
し
て
徐
々
に
で
は
あ
る
が
定
着

し
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
ら
の
制
度
運
用
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
従
前
と
比
べ
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
制
度
・

運
用
に
つ
い
て
は
、
住
民
の
参
加
を
住
民
の
権
利
と
し
て
制
度
的
に
保
障
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
極
め
て
不
十
分
で
あ
り
、
種
々
の

問
題
点
・
限
界
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
の
た
め
、
制
度
を
運
用
す
る
立
場
で
あ
る
行
政
の
姿
勢
が
大
き
く
そ
の
成
否
を
左
右
す

る
。
さ
ら
に
別
の
観
点
か
ら
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
も
う
一
つ
の
重
要
な
問
題
点
は
、
こ
れ
ま
で
の
制
度
・
考
え
方
は
、
あ
く
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ま
で
も
行
政
へ
の
住
民
参
加
で
あ
り
、
行
政
が
主
体
の
域
を
出
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
本
来
な
ら
、
住
民
の
信
託
に
よ
る
行
政
で
あ

り
、
住
民
が
行
政
に
物
申
し
た
い
と
思
う
と
き
に
は
、
主
権
者
と
し
て
の
意
見
な
り
要
望
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
発
想
と
逆
方
向
の
住
民
参
加
シ
ス
テ
ム
が
用
意
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
双
方
向
か
ら
機
能
す
る
住
民
参
加
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
て
こ
そ
、
本
来
の
住
民
参
加
シ
ス
テ
ム
が
有
効
に

機
能
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
一
部
の
自
治
体
で
あ
る
が
、
新
し
い
動
き
が
出
は
じ
め
て
い
る
。

　（
１
）　
第
三
者
機
関
の
設
置

　
そ
の
ひ
と
つ
が
第
三
者
機
関
の
設
置
で
あ
る
。
住
民
参
加
制
度
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
、
石
狩
市
条
例
二
八
条
で
は
、
こ
の
条

例
の
改
正
又
は
廃
止
に
関
す
る
事
項
や
住
民
参
加
手
続
の
実
施
及
び
運
用
の
状
況
の
評
価
に
関
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
、
市
の
機
関
の

諮
問
に
応
じ
、
又
は
市
の
機
関
に
建
議
す
る
た
め
、
石
狩
市
市
民
参
加
制
度
調
査
審
議
会
を
置
く
と
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
和
光
市
市

民
参
加
条
例
（
以
下
「
和
光
市
条
例
」
と
い
う
。）
一
六
条
や
小
金
井
市
市
民
参
加
条
例
（
以
下
「
小
金
井
市
条
例
」
と
い
う
。）
二
六

条
の
よ
う
に
、
単
に
理
念
や
住
民
参
加
の
制
度
を
列
記
規
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
参
加
推
進
会
議
の
よ
う
な
第
三
者
機
関
を
設
置
し
、

実
施
状
況
の
公
表
や
そ
の
評
価
、
条
例
の
見
直
し
等
に
つ
い
て
規
定
し
、
住
民
参
加
制
度
を
推
進
し
、
そ
の
運
用
を
改
善
す
る
仕
組
み

を
取
り
入
れ
て
い
る
自
治
体
も
少
し
づ
つ
で
は
あ
る
が
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
。

　（
２
）　
苦
情
処
理
機
関
の
設
置
（
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
等
）

　
上
記
の
も
の
を
さ
ら
に
強
化
し
た
も
の
と
し
て
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
苦
情
処
理
制
度
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

逗
子
市
市
民
参
加
条
例
（
二
〇
〇
六
年
四
月
一
日
施
行
）
一
二
条
で
は
、
住
民
参
加
を
適
正
に
運
営
す
る
た
め
、
市
民
参
加
制
度
審
査

会
を
設
置
し
、
市
の
執
行
機
関
が
実
施
す
る
住
民
参
加
に
つ
い
て
、
住
民
か
ら
の
苦
情
を
受
け
付
け
、
そ
れ
に
つ
い
て
審
議
し
、
必
要

に
応
じ
て
市
長
に
勧
告
等
を
提
出
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
住
民
参
加
の
実
施
状
況
等
の
報
告
に
つ
い
て
評
価
し
、
社
会
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情
勢
の
変
化
等
に
よ
る
新
し
い
住
民
参
加
の
方
法
等
を
研
究
す
る
と
し
て
い
る
。
附
属
機
関
で
あ
る
審
査
会
に
、
住
民
か
ら
の
苦
情
処

理
権
限
を
与
え
る
仕
組
み
は
、
条
例
に
基
づ
く
住
民
の
参
加
権
の
法
的
保
障
が
脆
弱
で
あ
る
こ
と
、
司
法
的
救
済
が
一
般
的
に
は
容
易

で
は
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
一
定
の
権
利
保
障
の
実
効
性
を
高
め
る
制
度
と
し
て
評
価
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る  
 

。

　
ま
た
、
最
初
の
公
的
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
で
、
一
九
九
〇
年
一
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
川
崎
市
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
条
例
一
条

に
は
、「
市
民
主
権
の
理
念
に
基
づ
き
、
市
民
の
市
政
に
関
す
る
苦
情
を
簡
易
迅
速
に
処
理
し
、
市
政
を
監
視
し
非
違
の
是
正
等
の
措
置

を
講
ず
る
よ
う
勧
告
す
る
と
と
も
に
、
制
度
の
改
善
を
求
め
る
た
め
の
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
の
権
利
利
益
の
保
護
を

図
り
…
、
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
を
置
く
」
と
し
、
川
崎
市
で
は
一
定
の
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
後
こ
の
制
度
が
単
な
る
苦

情
処
理
機
関
に
と
ど
ま
ら
ず
ど
う
定
着
す
る
の
か
、
ま
た
、
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
人
選
や
独
立
し
て
公
正
中
立
な
調
査
が
ど
こ
ま
で

で
き
る
の
か
、
費
用
対
効
果
の
面
等
で
も
課
題
が
残
る
。
な
お
、
府
民
の
申
立
て
に
よ
り
監
査
委
員
が
財
務
会
計
行
為
に
限
ら
ず
、
一

種
の
苦
情
処
理
的
な
も
の
ま
で
も
対
象
と
し
た
監
査
を
行
う
京
都
府
の
「
府
民
簡
易
監
査
制
度
」
の
よ
う
な
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
も
あ
る
。

　（
３
）　
実
施
主
体
へ
の
議
会
の
参
加

　
本
来
民
意
は
、
住
民
の
代
表
で
あ
る
議
会
を
通
じ
て
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
理
想
で
あ
り
、
議
会
が
行
政
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
そ
の
機
能

を
十
分
発
揮
で
き
て
い
れ
ば
、
住
民
参
加
シ
ス
テ
ム
の
制
度
設
計
も
自
ず
と
変
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に

は
有
効
に
機
能
で
き
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
住
民
参
加
制
度
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
和
光
市
条
例
五
条
で
は
、「
議
会

は
、
市
民
と
情
報
の
共
有
を
図
り
、
市
民
や
市
の
機
関
と
協
働
し
、
市
民
参
加
を
進
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
し
ま
す
」
と
、
議
会
の

役
割
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
、
議
会
自
ら
も
住
民
参
加
を
進
め
る
よ
う
に
努
力
義
務
を
課
し
て
い
る
。
住
民
参
加
を
進
め
る
こ
と
は

議
会
の
役
割
を
軽
視
す
る
も
の
で
は
な
く
、
議
会
の
活
性
化
を
図
る
上
で
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
多
治
見
市
市
民
参

加
条
例
（
二
〇
〇
八
年
一
月
一
日
施
行
）、
苫
小
牧
市
市
民
参
加
条
例
（
二
〇
〇
九
年
四
月
一
日
施
行
）
で
は
、
住
民
参
加
の
実
施
機
関

（
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と
し
て
、
そ
の
定
義
規
定
の
中
に
議
会
が
含
ま
れ
て
い
る
。
実
施
機
関
と
し
て
、
議
会
が
ど
れ
だ
け
条
例
に
規
定
す
る
住
民
参
加
の
シ

ス
テ
ム
が
機
能
す
る
か
は
未
知
数
で
あ
る
が
、
当
面
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
議
会
基
本
条
例
制
定
の
場
合
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
。

　（
４
）　
地
域
分
権
等

　
池
田
市
地
域
分
権
の
推
進
に
関
す
る
条
例
二
条
に
は
、
地
域
分
権
と
は
、「
地
域
内
に
お
け
る
共
通
の
課
題
の
解
決
及
び
公
共
の
利

益
の
増
進
を
図
る
た
め
に
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
事
業
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
は
市
に
対
し
提
案
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
及

び
市
は
そ
の
提
案
に
基
づ
き
予
算
上
の
措
置
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
責
務
を
負
う
こ
と
並
び
に
そ
の
他
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
あ

ら
ゆ
る
取
組
み
を
い
う
」
と
規
定
し
、
一
定
額
の
予
算
の
使
い
道
を
小
学
校
校
区
を
単
位
と
し
て
設
立
さ
れ
た
「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

推
進
協
議
会
」
に
、
地
域
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
予
算
提
案
権
を
認
め
て
い
る
。
東
京
都
足
立
区
で
は
、
区
や
地
域
が
抱
え
る
様
々

な
問
題
を
、
区
民
・
団
体
・
企
業
が
協
働
し
て
解
決
す
る
た
め
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
企
業
か
ら
地
域
課
題
の
解
決
を
図
る
事
業
を
提
案
し
て
も

ら
い
、
区
と
と
も
に
実
践
す
る
足
立
区
提
案
型
協
働
推
進
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
名
張
市
の
「
ゆ
め
づ
く
り
地
域
予
算

制
度
」
や
住
民
の
自
主
的
な
活
動
に
対
し
て
、
個
人
市
民
税
納
税
者
が
支
援
し
た
い
団
体
を
選
び
、
個
人
市
民
税
額
の
一
％
相
当
額

（
団
体
の
事
業
費
の
二
分
の
一
が
上
限
）
を
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
川
市
の
「
市
川
市
納
税
者
等
が
選
択
す
る
市
民
活
動
団
体
へ

の
支
援
に
関
す
る
条
例
」
な
ど
、
あ
る
意
味
で
予
算
編
成
段
階
に
お
け
る
住
民
参
加
も
行
わ
れ
て
い
る  
 

。

　
ま
た
、
上
越
市
で
は
、
二
〇
〇
四
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
り
法
定
化
さ
れ
た
「
地
域
自
治
区
」（
二
〇
二
条
の
二
）
を
設
置
し
、

し
か
も
、
地
域
協
議
会
員
を
公
募
に
応
じ
た
者
に
つ
い
て
投
票
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
尊
重
し
て
、
市
長
が
選
任
す
る
と
い
う
「
準
公

選
制
」
を
導
入
し
て
い
る  
 

。
そ
の
ほ
か
、
逗
子
市
市
民
参
加
条
例
、
伊
達
市
市
民
参
加
条
例
、
北
広
島
市
市
民
参
加
条
例
の
よ
う
に
、

市
民
参
加
の
対
象
事
項
に
、
地
方
自
治
法
七
四
条
一
項
の
規
定
で
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
使
用
料
等
の

徴
収
な
ど
金
銭
徴
収
に
関
す
る
事
項
を
含
め
る
自
治
体
も
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
。

（
　
）
５１

（
　
）
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３
　
住
民
参
加
の
課
題
と
展
望

　
こ
の
よ
う
に
一
部
の
自
治
体
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
動
き
が
出
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
住
民
参
加
の
制
度
的
・

法
的
保
障
と
い
う
点
で
は
、
次
の
よ
う
な
課
題
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
①
　
提
案
・
提
言
等
応
答
義
務
制
度

　
こ
れ
ま
で
の
審
議
会
制
度
や
公
聴
会
、
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
な
ど
で
は
、
法
的
な
裏
づ
け
が
な
い
た
め
に
、
答
申
の
内
容
や
意
見

が
結
果
と
し
て
ど
う
反
映
さ
れ
た
の
か
は
、
行
政
側
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、「
言
い
っ
ぱ
な
し
」、「
聞
き
っ
ぱ
な
し
」
と
い
う
こ

と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
た
め
、
住
民
か
ら
の
提
案
・
提
言
等
に
つ
い
て
は
、
結
果
と
し
て
政
策
等
に
ど
う
反
映
さ
れ
た
の
か
、

な
ぜ
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
応
答
義
務
を
課
し
説
明
責
任
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
関
し
て
は
、
小
金
井
市
条
例
の
ほ
か
、
和
光
市
条
例
九
条
で
は
、
年
齢
一
八
歳
以
上
の
市
内
に
住
所
を
有
す
る
者
の
一
〇
人

以
上
、
宗
像
市
市
民
参
画
、
協
働
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
一
五
条
で
は
、
一
八
歳
以
上
の
住
民
投
票
資
格
者

五
〇
〇
人
以
上
の
連
署
で
、
市
民
政
策
提
案
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
こ
の
提
案
内
容
・
検
討
結
果
等
の
公
表
を
義
務
付
け
し
て
い
る
。

　
②
　
手
続
的
権
利
と
し
て
の
参
加
保
障
制
度

　
こ
れ
ま
で
の
条
例
に
は
、
市
や
市
長
の
責
務
規
定
と
共
に
、
住
民
の
責
務
規
定
を
設
け
る
も
の
が
一
般
的
で
、
二
丈
町
住
民
参
画
ま

ち
づ
く
り
条
例
六
条
の
よ
う
に
、
住
民
は
、「
政
策
の
提
言
を
行
う
権
利
を
有
す
る
」、「
第
一
条
に
規
定
す
る
各
段
階
に
お
い
て
参
画
す

る
権
利
を
有
す
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
住
民
の
参
加
権
を
保
障
す
る
規
定
を
設
け
る
条
例
は
、
狛
江
市
の
市
民
参
加
と
市
民
協
働
の
推

進
に
関
す
る
基
本
条
例
四
条
、
逗
子
市
市
民
参
加
条
例
四
条
一
項
等
、
ま
だ
ま
だ
少
数
派
で
あ
る  
 

。
自
治
の
担
い
手
で
あ
る
住
民
に
、

市
政
の
運
営
や
行
政
の
意
思
決
定
過
程
に
意
見
や
提
言
等
を
提
出
す
る
権
利
を
保
障
す
る
シ
ス
テ
ム
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
づ
く

住
民
自
治
の
理
念
に
照
ら
し
て
当
然
に
要
請
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
権
利
と
し
て
明
記
し
て
も
、
そ
の
保
障
を
可
能
な
限

（
　
）
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り
実
効
的
な
も
の
と
し
て
機
能
さ
せ
る
仕
組
み
が
用
意
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
単
な
る
理
念
的
な
意
義
し
か
持
た
な
い
こ
と
に
な
る  
 

。

　
③
　
権
利
救
済
制
度

　
先
に
述
べ
た
石
狩
市
条
例
の
よ
う
に
、
住
民
参
加
シ
ス
テ
ム
が
適
正
に
運
営
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
監
視
す
る
第
三
者
機
関
の
設

置
が
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
住
民
参
加
制
度
が
適
正
に
運
営
さ
れ
ず
に
不
利
益
を
被
っ
た
と
し
て
、
住
民
が
苦
情
・
不
服
申
立
て
を

し
た
場
合
に
、
そ
の
適
否
を
判
定
し
て
適
切
な
救
済
措
置
を
講
ず
る
権
限
を
当
該
監
視
機
関
に
付
与
す
る
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
。
こ

れ
に
関
し
て
は
、
現
在
検
討
さ
れ
て
い
る
行
政
不
服
審
査
法
改
正
案
の
内
容
を
先
取
り
し
た
よ
う
な
制
度
を
盛
り
込
ん
だ
条
例
が
登
場

し
た
。
多
治
見
市
で
は
、
市
政
基
本
条
例
三
〇
条
の
規
定
を
受
け
、
市
の
行
為
等
に
関
し
て
是
正
を
求
め
る
請
求
に
つ
い
て
定
め
た

「
多
治
見
市
是
正
請
求
手
続
条
例
」
が
、
二
〇
一
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

　
④
　
住
民
投
票
制
度
の
導
入

　
住
民
の
声
を
市
政
に
直
接
的
に
反
映
す
る
究
極
の
住
民
参
加
制
度
と
い
わ
れ
る
住
民
投
票
制
度
の
導
入
で
あ
る
。
一
九
九
六
年
八
月

四
日
、
新
潟
県
巻
町
（
現
新
潟
市
）
で
「
原
子
力
発
電
所
の
建
設
」
を
争
点
と
す
る
条
例
に
よ
る
は
じ
め
て
の
住
民
投
票
が
実
施
さ
れ

た
後
、
徐
々
に
増
加
し
、
い
わ
ゆ
る
「
平
成
の
大
合
併
」
を
争
点
と
す
る
住
民
投
票
で
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
急
減
し

た
住
民
投
票
で
あ
る
が
、
今
新
た
な
動
き
を
呈
し
て
い
る  
 

。
こ
れ
ま
で
の
住
民
投
票
条
例
の
制
定
を
求
め
る
直
接
請
求
が
、
議
会
の
厚

い
壁
に
よ
り
こ
と
ご
と
く
否
決
さ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
を
受
け
、
高
浜
市
住
民
投
票
条
例
の
よ
う
に
、
一
定
の
署
名
等
を
集
め
れ
ば
、

議
会
の
議
決
を
得
な
く
て
も
、
一
定
の
争
点
全
般
を
対
象
に
自
動
的
に
住
民
投
票
が
実
施
さ
れ
る
「
義
務
型
（
議
決
不
要
型
）
住
民
投

票
条
例  
 

」
と
呼
ば
れ
る
類
型
の
住
民
投
票
条
例
を
制
定
す
る
自
治
体
が
登
場
し
、
少
し
づ
つ
で
は
あ
る
が
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
在
制
定
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
義
務
型
住
民
投
票
条
例
は
、
投
票
結
果
に
対
し
て
、
法
的
義
務
付
け
を
行
う
こ
と
は
違
法
と
さ
れ
て

い
る  
 

た
め
諮
問
型
で
あ
る
も
の
の
、
条
例
の
制
度
設
計
の
仕
方
を
工
夫
す
れ
ば
、
実
質
的
に
同
じ
よ
う
な
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。 （

　
）
５４

（
　
）
５５

（
　
）
５６

（
　
）
５７
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４
　
今
後
の
住
民
参
加
に
求
め
ら
れ
る
も
の

　
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者
、
シ
ェ
リ
ー
・
ア
ー
ン
ス
タ
イ
ン  
 

は
、
住
民
参
加
の
形
態
を
、
①
あ
や
つ
り
、
②
セ
ラ
ピ
─
、
③
お
知
ら
せ
、

④
意
見
聴
取
、
⑤
懐
柔
、
⑥
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
⑦
委
任
さ
れ
た
パ
ワ
─
、
⑧
住
民
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
八
段
階
に
分
け
、
一

～
二
段
階
は
住
民
参
加
で
は
な
く
、
三
～
五
段
階
は
印
と
し
て
の
参
加
（
形
式
的
な
参
加
）
で
あ
り
、
六
～
八
段
階
で
、
は
じ
め
て
真

に
住
民
の
力
が
生
か
さ
れ
る
参
加
に
な
る
と
し
て
い
る  
 

（
表
三
参
照
）。
こ
れ
に
対
し
て
松
下
啓
一
は
、「
参
加
の
ス
テ
ー
ジ
」
を
提
唱

し
て
い
る  
 

（
図
一
参
照
）。
市
民
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ま
で
市
民
参
加
と
し
て
論
じ
る
の
は
無
理
が
あ
り
、
参
加
の
ス
テ
ー
ジ
で
は
、

階
段
が
上
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
難
易
度
が
高
ま
る
が
、
ス
テ
ー
ジ
が
上
だ
か
ら
と
い
っ
て
優
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
参

加
は
行
政
が
主
体
で
あ
り
、
市
民
が
そ
れ
に
加
わ
る
こ
と
を
い
う
。
つ
ま
り
主
導
権
は
、
あ
く
ま
で
行
政
に
あ
り
、
そ
こ
に
最
初
か
ら

加
わ
る
か
（
参
画
）、
途
中
か
ら
加
わ
る
か
（
参
加
）
の
違
い
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
逆
に
、
市
民
の
活
動
に
、
行
政
が
参
加
、
参
画

す
る
場
合
も
あ
り
得
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
協
働
は
、
行
政
と
市
民
の
両
方
が
主
体
と
な
り
、
自
主
的
に
活
動
し
、
お
互

い
が
対
等
で
あ
る
こ
と
が
基
本
と
な
る
。
自
治
を
担
う
の
は
行
政
だ
け
で
な
く
、
市
民
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
（
企
業
も
含
む
）
も
自
治
の
担
い
手

（
公
共
主
体
）
で
あ
る
と
し
て
、
公
私
協
働
と
し
て
の
市
民
参
加
の
必
要
性
を
提
唱
し
て
い
る  
 

。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
住
民
参
加
は
、
政
策
決
定
に
至
る
ま
で
の
種
々
の
段
階
に
お
い
て
、
多
様
な
方
法
で
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
形

式
的
な
参
加
で
は
な
く
実
質
的
な
参
加
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
間
接
民
主
主
義
の
誤
作
動
を
防
止
す
る
た
め
の
一
種
の
セ
イ
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
と
し
て
、
時
に
は
住
民
の
意
思
が
政
策
決
定
に
直
接
関
与
で
き
る
シ
ス
テ
ム
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
現
行
地
方
自
治
制

度
の
代
表
民
主
制
の
欠
陥
を
補
完
し
、
も
っ
と
も
直
接
民
主
主
義
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
が
住
民
投
票
で
あ
り
、
こ
の
住
民
投
票
制
度

に
つ
い
て
、
次
章
以
下
で
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。 （

　
）
５８

（
　
）
５９

（
　
）
６０

（
　
）
６１
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表三　シェーリー・アーンスタインの「住民参加のはしご」の８段階

住民の力が生かされる住民参加

（Degrees of Citizen Power）

住民によるコントロール（住民が決定する）

（Citizen Control）
８

委任されたパワー（行政から住民へ権力が委譲される）

（Delegated Power)
７

パートナーシップ（Partnership）６

印としての住民参加（形式的な参加）

（Degrees of Tokenism）

懐柔（行政と住民が歩み寄る）（Placation）５

意見聴衆（Consulation）４

お知らせ（情報提供）（Informing）３

住民参加とは言えない

（Nonparticipation）

セラピー（Therapy）２

操り（行政が住民を操る）（Manipulation）１

出典：世古一穂『協働のデザイン』（学芸出版社、１９９９年）４０頁を加筆

出典：松下啓一「政策条例ができるまで」自治体法務NAVI Vol.２２ （２００６年）５５頁。

図一　市民参加のステージ



（
１
）　Jam

es
V
iscount

B
ryce

   
    
         
    

著
・
松
山
武
訳
『
近
代
民
主
政
治
第
一
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）
八
頁
、
一
六
〇
頁
。

（
２
）　
喜
多
道
夫
「
直
接
請
求
に
関
す
る
実
態
調
査
の
概
要
に
つ
い
て
」
地
方
自
治
三
八
二
号
（
一
九
七
九
年
）
七
三
～
八
三
頁
、
自
治
立
法
研
究

会
編
『
市
民
立
法
総
覧
　
直
接
請
求
編
』（
公
人
社
、
二
〇
〇
三
年
）
四
八
頁
以
下
。

（
３
）　
公
立
病
院
の
廃
止
問
題
等
で
、
佐
賀
県
武
雄
市
、
千
葉
県
銚
子
市
、
大
阪
府
松
原
市
等
。
二
〇
〇
九
年
三
月
二
九
日
付
け
朝
日
新
聞
記
事
。

（
４
）　
清
宮
四
郎
『
憲
法
Ⅰ
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
）
八
四
頁
以
下
、
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅲ
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六

年
）
一
九
〇
頁
、
松
井
幸
夫
「
住
民
投
票
」
憲
法
の
争
点
（
二
〇
〇
八
年
）
三
二
〇
・
三
二
一
頁
。

（
５
）　
芦
部
信
喜
（
高
橋
和
之
補
訂
）『
憲
法
　
第
四
版
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
三
五
〇
頁
。

（
６
）　
鵜
飼
信
成
「
地
方
自
治
法
に
お
け
る
直
接
民
主
政
治
」
法
律
時
報
二
一
巻
七
号
（
一
九
四
九
年
）
一
九
頁
、
樋
口
陽
一
・
佐
藤
幸
治
・
中

村
睦
男
・
浦
部
法
穂
『
憲
法
Ⅳ
』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
二
三
一
頁
以
下
。

（
７
）　
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
町
村
制
が
施
行
さ
れ
て
い
た
当
時
、
神
奈
川
県
足
柄
下
郡
（
現
在
箱
根
町
の
一
部
）
に
町
村
総
会
の
例
が
あ
っ
た

が
、
同
村
は
昭
和
二
二
年
四
月
以
降
議
会
を
設
け
た
。
地
方
自
治
法
施
行
後
に
お
い
て
は
、
東
京
都
八
丈
支
庁
管
内
宇
津
木
村
（
人
口
六
一
人
）

に
そ
の
例
が
あ
っ
た
が
、
町
村
合
併
に
よ
り
、
八
丈
町
の
一
部
と
な
り
、
現
在
は
町
村
総
会
の
例
は
存
在
し
な
い
。
松
本
英
昭
『
新
版
　
逐
条
地

方
自
治
法
』（
学
陽
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
三
三
七
頁
、
高
寄
昇
三
『
住
民
投
票
と
市
民
参
加
』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
〇
年
）
一
八
頁
。

（
８
）　
佐
藤
達
夫
『
憲
法
講
話
［
改
訂
版
］』（
立
花
書
房
、
一
九
六
〇
年
）
二
二
四
頁
以
下
、
兼
子
仁
『
行
政
法
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七

年
）
二
六
二
頁
以
下
。

（
９
）　
俵
静
夫
『
地
方
自
治
法
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
）
二
、
一
二
頁
。

（
　
）　
礒
崎
初
仁
「
自
治
立
法
の
可
能
性
」
松
下
圭
一
・
西
尾
勝
・
新
藤
宗
幸
編
『
岩
波
講
座
　
自
治
体
の
構
想
二
　
制
度
』（
岩
波
書
店
、
二
〇

１０〇
二
年
）
九
四
頁
以
下
、
礒
崎
初
仁
「
自
治
体
立
法
法
務
の
課
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
八
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
）
八
五
・
八
六
頁
。

（
　
）　
佐
藤
徹
「
市
民
参
加
の
基
本
的
視
座
」
増
田
正
・
櫻
井
常
夫
・
友
岡
邦
之
編
『
地
域
政
策
と
市
民
参
加
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
六
年
）

１１八
頁
以
下
。

（
　
）　
松
下
啓
一
『
協
働
社
会
を
つ
く
る
条
例
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
四
年
）
九
六
頁
以
下
。

１２
（
　
）　（
財
）社
会
経
済
生
産
性
本
部
『
住
民
参
加
有
識
者
会
議
報
告
書
～
地
方
分
権
と
住
民
参
加
を
考
え
る
』（
二
〇
〇
一
年
）
三
頁
。
森
田
朗

１３「
地
方
自
治
と
民
主
主
義
」
森
田
朗
・
村
上
順
編
『
住
民
投
票
が
拓
く
自
治
』（
公
人
社
、
二
〇
〇
三
年
）
四
頁
以
下
。
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（
　
）　
最
近
の
例
で
は
、
滋
賀
県
安
土
町
の
合
併
問
題
（
二
〇
〇
九
年
八
月
二
三
日
失
職
）、
千
葉
県
銚
子
市
の
公
立
病
院
存
続
問
題
（
二
〇
〇
九

１４年
三
月
二
九
日
失
職
）
な
ど
が
あ
る
。

（
　
）　
第
一
法
規
政
策
情
報
セ
ン
タ
ー
編
『
多
様
化
す
る
住
民
参
加
条
例
』（
第
一
法
規
、
二
〇
〇
四
年
）
二
六
頁
。

１５
（
　
）　
田
中
孝
男
「
自
治
基
本
条
例
の
つ
く
り
方
」（
北
海
道
町
村
会
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
一
八
〇
・
二
〇
〇
〇
年
）
三
二
号
。

１６
（
　
）　
橋
本
晃
和
『
無
党
派
層
の
研
究
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
四
年
）
二
八
頁
以
下
。

１７
（
　
）　
関
東
弁
護
士
会
編
『
地
方
議
会
と
住
民
投
票
』（
二
〇
〇
一
年
）
四
五
頁
。

１８
（
　
）　（
財
）社
会
経
済
生
産
性
本
部
・
前
掲
註（
　
）、
六
頁
。
岩
崎
恭
典
「
地
方
議
会
と
住
民
投
票
制
度
」
寄
本
勝
美
編
『
公
共
を
支
え
る
民
』

１９

１３

（
コ
モ
ン
ズ
、
二
〇
〇
一
年
）
八
四
頁
以
下
、
上
田
道
明
『
自
治
を
問
う
住
民
投
票
』（
自
治
体
研
究
社
、
二
〇
〇
三
年
）
四
二
頁
。

（
　
）　
杉
村
敏
正
編
『
行
政
法
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
五
年
）
四
二
頁
、
松
本
英
昭
『
要
説
地
方
自
治
法
　
第
五
次
改
訂
版
』（
二
〇
〇
七
年
、

２０ぎ
ょ
う
せ
い
）
一
二
二
頁
。

（
　
）　
高
橋
秀
行
『
市
民
参
加
条
例
を
つ
く
ろ
う
』（
公
人
社
、
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
頁
以
下
。

２１
（
　
）　
田
村
悦
一
『
市
民
参
加
の
法
的
課
題
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
三
頁
以
下
。

２２
（
　
）　
新
田
浩
司
「
市
民
参
加
を
担
保
す
る
法
的
枠
組
み
」
増
田
ほ
か
・
前
掲
註（
　
）、
二
六
三
頁
。

２３

１１

（
　
）　
柳
瀬
良
幹
「『
住
民
参
加
』
の
定
義
」
自
治
研
究
五
〇
巻
二
号
（
一
九
七
四
年
）
五
一
頁
以
下
。

２４
（
　
）　
佐
久
間
彊
「
住
民
参
加
論
に
つ
い
て
」
自
治
研
究
五
二
巻
三
号
（
一
九
七
六
年
）
四
一
頁
以
下
。

２５
（
　
）　
阿
部
泰
隆
『
行
政
の
法
シ
ス
テ
ム（
下
）　
新
版
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）
五
四
〇
頁
。

２６
（
　
）　
山
村
恒
年
『
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
〇
年
）
二
三
八
頁
。

２７
（
　
）　
田
村
・
前
掲
註（
　
）、
三
頁
。

２８

２２

（
　
）　
小
高
剛
『
住
民
参
加
手
続
の
法
理
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
七
年
）。

２９
（
　
）　
田
村
・
前
掲
註（
　
）。

３０

２２

（
　
）　
角
松
生
史
「
決
定
・
参
加
・
協
働
」
新
世
代
法
政
策
学
研
究V

ol.4

 
    
（
二
〇
〇
九
年
）
六
頁
以
下
。

３１
（
　
）　
小
高
剛
「
住
民
参
加
」
成
田
頼
明
編
『
行
政
法
の
争
点
（
新
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
年
）
一
一
四
・
一
一
五
頁
。

３２
（
　
）　
福
士
明
「
市
民
参
加
条
例
の
現
在
と
展
望
」
月
刊
『
地
方
自
治
職
員
研
修
』
編
集
部
編
『
自
治
基
本
条
例
・
参
加
条
例
の
考
え
方
・
作
り

３３
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方
』（
公
職
研
、
二
〇
〇
二
年
）
一
五
二
頁
以
下
。

（
　
）　
松
下
・
前
掲
註（
　
）、
九
八
頁
以
下
。

３４

１２

（
　
）　
金
子
正
史
「
審
議
会
行
政
論
」
雄
川
一
郎
・
塩
野
宏
・
園
部
逸
夫
編
『
現
代
行
政
法
大
系
第
七
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
）
一
一
三
頁

３５以
下
に
詳
し
い
。

（
　
）　
佐
藤
功
「
審
議
会
」
田
中
二
郎
・
原
龍
之
介
・
柳
瀬
良
幹
編
『
行
政
法
講
座
第
四
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
）
一
〇
八
頁
。
審
議
会
の

３６存
在
理
由
と
し
て
「
行
政
に
関
す
る
国
民
の
直
接
的
参
加
」
を
挙
げ
、「
現
代
国
家
に
お
い
て
は
行
政
機
能
の
量
的
増
大
と
質
的
分
化
・
専
門
化

の
傾
向
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
う
な
っ
て
く
る
と
そ
の
行
政
を
統
制
す
る
た
め
に
、
ま
た
さ
ら
に
は
そ
の
行
政
の
機
能
そ
の
も
の

を
効
果
的
に
発
揮
せ
し
め
る
た
め
に
も
、
議
会
や
行
政
部
自
身
だ
け
で
な
く
、
国
民
─
利
害
関
係
者
あ
る
い
は
一
般
国
民
─
の
直
接
的
参
加
の

拡
充
が
要
請
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
　
）　
室
井
力
『
行
政
改
革
の
法
理
』（
学
陽
書
房
、
一
九
八
二
年
）
九
三
頁
。

３７
（
　
）　
佐
藤
・
前
掲
註（
　
）、
二
〇
頁
。
豊
島
明
子
「
審
議
会
に
お
け
る
住
民
参
加
の
課
題
」
室
井
力
編
『
住
民
参
加
の
シ
ス
テ
ム
改
革
』（
日
本

３８

１１

評
論
社
、
二
〇
〇
三
年
）
一
九
八
頁
以
下
。

（
　
）　
阿
部
・
前
掲
註（
　
）、
六
〇
六
頁
以
下
。

３９

２６

（
　
）　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ま
ち
づ
く
り
支
援
・
東
京
ラ
ン
ポ
が
二
〇
〇
〇
年
に
行
っ
た
、
東
京
・
埼
玉
・
千
葉
・
神
奈
川
の
市
区
一
四
三
（
当
時
）
を
対

４０象
と
す
る
「
市
民
公
募
委
員
制
度
実
態
調
査
」
で
は
、
一
九
九
七
（
平
成
九
）
年
～
九
九
（
平
成
一
一
）
年
に
公
募
委
員
を
採
用
し
た
審
議
会

等
が
あ
る
と
し
た
自
治
体
は
、
八
五
・
三
％
（
有
効
回
答
一
二
九
の
う
ち
一
一
〇
）
に
も
上
り
、
市
民
公
募
と
い
う
方
式
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と

が
伺
え
る
（
庄
嶋
孝
広
「
市
民
参
加
に
お
い
て
『
公
募
』
が
持
つ
意
味
」『
自
治
体
法
務N

A
V
I
V
ol.3

 
 
 
   
    
』（
二
〇
〇
五
年
）
六
四
頁
）。

（
　
）　
札
幌
地
方
自
治
法
研
究
会
「
住
民
参
加
の
条
例
化
論
」『
自
治
体
法
務N

A
V
I
V
ol.7

 
 
 
   
    
』（
二
〇
〇
五
年
）
九
頁
。

４１
（
　
）　
宮
本
博
司
「
淀
川
水
系
流
域
委
員
会
の
め
ざ
す
も
の
」『
市
民
の
た
め
の
環
境
監
視
』（
ア
ッ
ト
ワ
ー
ク
ス
、
二
〇
〇
八
年
）
二
五
頁
以
下
。

４２
（
　
）　
都
市
計
画
法
七
七
条
の
二
に
規
定
す
る
都
市
計
画
審
議
会
は
、「
都
市
計
画
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
関
係
行
政
機
関
に
建
議
す
る
こ
と

４３が
で
き
る
」（
同
条
二
項
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
い
っ
た
審
議
会
は
少
な
い
。

（
　
）　
政
策
法
務
研
究
会
編
『
政
策
法
務
の
理
論
と
実
践
』（
第
一
法
規
、
二
〇
〇
三
年
）
二
九
三
二
頁
以
下
参
照
。

４４
（
　
）　
阿
部
・
前
掲
註（
　
）、
五
四
四
頁
。

４５

２６

住民投票条例論（一）

（阪大法学）６０（４ - 135）853〔２０１０．１１〕



（
　
）　
希
望
者
が
参
加
す
る
方
式
で
は
、
特
定
の
人
ば
か
り
が
参
加
し
て
意
見
が
偏
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
省
か
ら
、
平
均
的
な
市
民
の
意

４６見
を
聞
く
方
式
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
方
式
も
、
参
加
者
の
質
と
言
う
点
で
は
限
界
を
抱
え
て
い
る
。
松
下
啓
一
「
政
策
条
例

が
で
き
る
ま
で
」『
自
治
体
法
務N

A
V
I
V
ol.22

 
 
 
   
     
』（
二
〇
〇
八
年
）
五
九
頁
、
樺
嶋
秀
吉
「『
声
な
き
声
』
を
吸
い
上
げ
、
ま
ち
づ
く
り
に
反
映
」

ガ
バ
ナ
ン
ス
二
〇
〇
九
年
二
月
号
九
二
頁
、
篠
藤
明
徳
「
ド
イ
ツ
の
市
民
参
加
の
方
法
『
プ
ラ
ー
ヌ
ン
ク
ス
ツ
ェ
レ
』
と
日
本
で
の
展
開
」
日
本

地
方
自
治
学
会
編
『
格
差
是
正
と
地
方
自
治
』（
敬
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
一
一
七
～
一
四
五
頁
。

（
　
）　
政
策
法
務
研
究
会
編
前
掲
註（
　
）、
二
九
三
八
頁
以
下
。
中
野
民
夫
『
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
一
年
）
一
〇
頁
以
下
。

４７

４４

（
　
）　
総
務
省
Ｈ
Ｐ
　http://w

w
w
.soum

u.go.jp/iken/index.ht

        
 
 
     
                     m

l

 
 
（w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/0000131

 
 
 
     
         
                   65.pdf

      
）

４８
（
　
）　
豊
島
明
子
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
の
意
義
と
課
題
」
室
井
・
前
掲
注（
　
）、
一
九
三
頁
。

４９

３８

（
　
）　
豊
島
明
子
「
住
民
参
加
制
度
の
展
開
と
法
的
課
題
」
二
〇
〇
八
年
度
日
本
地
方
自
治
学
会
分
科
会
資
料
六
頁
。

５０
（
　
）　
柿
﨑
平
、
入
山
泰
郎
、
石
井
渉
「
住
民
参
加
の
動
向
と
課
題
」
地
域
政
策
研
究
第
三
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
三
六
・
三
七
頁
。

５１
（
　
）　
吉
田
利
宏
「
い
ま
ど
き
の
自
治
基
本
条
例（
一
）─
都
市
内
分
権
」
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
二
〇
〇
八
年
九
月
号
五
六
・
五
七
頁
。

５２
（
　
）　
大
久
保
規
子
「
市
民
参
加
・
協
働
条
例
の
現
状
と
課
題
」
公
共
政
策
研
究
四
（
二
〇
〇
四
年
）
二
九
頁
、
最
近
で
は
、
善
通
寺
市
自
治
基

５３本
条
例
四
条
や
柏
原
市
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
六
条
な
ど
の
よ
う
に
、
基
本
条
例
に
参
加
権
を
規
定
し
て
い
る
も
の
あ
る
。

（
　
）　
田
村
・
前
掲
註（
　
）、
三
三
頁
、
豊
島
・
前
掲
註（
　
）、
六
頁
。

５４

２２

５０

（
　
）　
藤
島
光
雄
「
住
民
投
票
条
例
に
関
す
る
一
考
察
」
阪
大
法
学
五
八
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
二
一
五
～
二
三
九
頁
。

５５
（
　
）　
上
田
道
明
・
藤
島
光
雄
・
稲
野
文
雄
「
住
民
投
票
の
制
度
化
は
ど
こ
ま
で
進
ん
で
い
る
か
」
季
刊
　
自
治
と
分
権
第
三
〇
号
（
二
〇
〇
八

５６年
）
四
一
～
八
〇
頁
。

（
　
）　
那
覇
地
判
平
成
一
二
年
五
月
九
日
判
決
、
判
例
時
報
一
七
四
六
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
二
二
頁
。

５７
（
　
）　A
m
stein.Sherry

R
.
“A
Ladder

of
C
itiz

 
 
              
    
            
    en

Participation”
JA
IP,
V
ol.35,

N
o.4

                    
     
        
   ,

July
1969,

pp.21

                  6  -  224

   
。
世
古
一
穂
『
協
働
の

５８デ
ザ
イ
ン
』（
学
芸
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
三
九
頁
以
下
。

（
　
）　
世
古
一
穂
『
市
民
参
加
の
デ
ザ
イ
ン
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
九
年
）
五
二
頁
。

５９
（
　
）　
松
下
啓
一
『
自
治
基
本
条
例
の
つ
く
り
方
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
七
年
）
三
〇
頁
。

６０
（
　
）　
松
下
啓
一
『
市
民
協
働
の
考
え
方
・
作
り
方
』（
萌
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
六
頁
以
下
。

６１

論　　　説
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